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事業用土地の再評価の実施について

当社は、平成 14 年 3月 25日開催の取締役会において、下記の通り｢土地の再評価に関する

法律｣により、事業用土地の再評価を実施することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

(1)再評価を実施する日 平成 14 年 3月 31日

(2)再評価を実施する理由 当社所有の事業用土地の帳簿価額と時価の乖離を是正し、資

産の適正な評価を行うためであります。

(3)再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(平成 11 年 3月 31 日政令

第 125 号)第 2条第 4 号に定める当該事業用土地について地

価税法第 16 条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎と

なる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表

した方法により算定した価格に合理的な調整を行って算定

する方法及び第2条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定

評価による算出する方法によっております。

(4)事業用土地の再評価直前の帳簿価額 585 億円

(5)事業用土地の再評価後の帳簿価額(概算見込) 935 億円

(6)再評価差額金 再評価差額 350 億円について、203 億円を｢再評価差額金｣と

して資本の部に計上し、｢再評価に係る繰延税金負債｣147 億

円を負債の部の固定負債に計上します。

(7)当社の損益に与える影響 当該再評価差額が損益に与える影響はありません。

以　　上

（本件に関するお問い合わせ先）

ユニチカ株式会社　総務部広報グループ

ＴＥＬ：０６－６２８１－５６９５（大阪）

ＴＥＬ：０３－３２４６－７５３６（東京）


